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富士宮市立保育園等保育業務支援システム導入及び運用業務

に係る公募型プロポーザル 実施要領

１ 業務目的

富士宮市立保育園では、保育士が保育活動における衛生・安全管理や連絡帳等の文書作

成、保護者対応など様々な業務に対応する必要があり、一人ひとりの業務負担が大きくな

っている。特に保育の計画・記録、連絡帳や日誌等は手書きで行うことが多いが、保育活

動中は行えず園児の降園後に行っているため、保育の振り返りや保育士同士の情報共有に

十分な時間を確保できないのが現状である。

本業務は、保育士が保育に専念できる環境を構築するために保育業務支援システムを導

入することにより、保育士の業務が省力化され、保育の振り返り等の時間が確保されると

ともに、保育士と保護者が正確かつ迅速な情報把握と共有が可能となることから保護者の

利便性や安心感を高め、保育の質の向上を図ることを目的とする。

２ 業務概要

⑴ 業務名：富士宮市立保育園等保育業務支援システム導入及び運用業務

⑵ 業務内容

別添「富士宮市立保育園等保育業務支援システム導入及び運用業務仕様書」（以下

「業務仕様書」という。)記載のとおり。ただし、契約時における業務仕様書は、契約

候補者の企画提案内容に応じて、変更することができる。

⑶ 履行期間

契約締結の翌日から令和８年３月31日まで

⑷ 予算額

本業務に関する費用は、以下のとおりである。なお、金額は単に業務規模を示したも

のであり、契約に係る予定価格を示すものではない。

【委託上限金額】 ４，３００千円（消費税及び地方消費税を含む。）以内

※この金額は契約締結時の予定価格を示すものではなく、業務内容の規模を示すた

めのものであり、本実施要領に規定する見積書【様式９－１】に記載する合計金額

は、この支払限度額を超えてはならない。

３ 参加資格

本プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。

⑵ 次のいずれかに該当する者であること。

ア 富士宮市物品購入等入札参加業者の資格を有する者

イ 引続き２年以上業務を営んでおり、入札参加資格審査申請に準じた書類を、参加表

明書の受付期限日までに提出した者

⑶ 参加表明書等の提出日において、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要

綱における入札参加停止期間中でないこと。
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⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく再生手続開始、民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づく再生手続開始又は破産法(平成１６年法

律第７５号)に基づく破産手続開始の申立てをしていない者及びこれらの申立てがなさ

れていない者であること。

⑸ 過去５年間にこども園、保育園等を運営する他の地方公共団体５自治体との契約実績

を有すること。なお、契約実績は、公立園における保育業務を総合的に支援するシステ

ムの実績とし、機能単体システムの実勢は含めない。また、運用実態を伴わない可能性

があることから、実証実験等のシステムの無償提供も実績に含めない。

⑹ 公租公課を滞納していないこと。

⑺ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3 年法律第77 号）

第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員（同

条第6 号に規定する暴力団をいう。）の利益につながる活動を行う者若しくはこれらと

密接な関係を有する者でないこと。

⑻ 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の基準を満たす認証（ＪＩＳＱ

２７００１又はＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１）又は一般財団法人日本情報経済社会推進協

会が認証するプライバシーマークの認証（ＪＩＳＱ１５００１）を取得していること。

⑼ 仕様書において定める業務について、業務遂行能力を有するとともに適正に実施する

体制を有し、市の指示に柔軟に対応することができること。

４ スケジュール

選定に関するスケジュールは下表のとおりとする。なお、各日程については、本市の都

合により変更できるものとし、その際は、提案事業者に通知するものとする。

５ 実施要領等の交付

⑴ 交付期間 令和７年４月16日（水）から４月25日（金）まで

⑵ 交付方法 関係書類の配布方法は、富士宮市ホームページからのダウンロードを原則

とする。

⑶ 交付資料 次のとおり

ア 実施要領【別紙１】

イ 様式集【別紙２】

項 目 期 日

質問書の提出期限 令和７年４月２３日（水）午後５時必着

質問書の回答 令和７年４月２５日（金）

プロポーザル参加表明書等提出期限 令和７年４月２５日（金）午後５時必着

参加資格結果の通知 令和７年４月２８日（月）

企画提案書等及び辞退届の提出期限 令和７年５月 ９日（金）１２時必着

第１次審査（書類審査）結果通知 令和７年５月２０日（火）

第２次審査（プレゼンテーション） 令和７年５月２６日（月）

選定結果の通知（予定） 令和７年５月末

契約締結（予定） 令和７年６月上旬
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ウ 仕様書【別紙３】

エ 保育業務支援システム機能要件一覧【別紙４】

６ 質問の受付及び回答

本プロポーザル実施要領、仕様書等に係る質問及び回答については、以下のとおりとす

る。

⑴ 受付期間 令和７年４月16日（水）から４月23日（水）まで

⑵ 受付方法 電子申請又は電子メールで送付すること。電子メールの場合は、「質問書

【様式５】」に記入の上、質問様式【様式5-1】を添付し送付すること。なお、訪問や電

話による質問は一切受け付けないものとする。

・ 電子申請 ＵＲＬ https://logoform.jp/f/lQnQg

二次元コード

・ メールアドレス hoiku@city.fujinomiya.lg.jp

⑶ 質問回答日 令和７年４月25日（金）

⑷ 回答方法 富士宮市ＨＰにて掲載

⑸ 質問に対する回答内容は、本要領の追加又は修正として取り扱うものとする。

７ 参加申込書等の提出

本プロポーザルの参加希望者は、次により書類を提出するものとする。

⑴ 提出期限 令和７年４月25日（金）午後５時

⑵ 提出方法 電子申請又は郵送（郵送の場合は提出期限までに必着のこと。）

下記ＵＲＬ又は二次元コードからフォームにアクセスし、電子申請により回答するこ

と。

・ 電子申請 ＵＲＬ https://logoform.jp/f/zNNiW

二次元コード

なお、富士宮市物品購入等入札参加業者の資格を有しない者は、別表１「入札参加資格

審査申請に準じた書類一覧表」に掲げる必要書類をあわせて郵送にて１部提出すること。

⑶ 提出書類

ア 会社概要書【様式６】

イ 業務実績調書【様式７】

ウ システム利用推奨端末確認書【様式８】

８ 参加資格結果通知について

参加表明書を受理した後、資格要件の審査を行い、全ての要件を満たしている者を有
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資格者として取り扱う。全ての参加者に対し、参加資格結果通知書を、令和７年４月28

日（月）までに電子メールにて交付する。

９ 企画提案書等の提出について

参加表明書の提出を受けた資格要件の審査の結果、参加資格有りとされた者は、以下の

とおり企画提案書を提出すること。

⑴ 提出期間 令和７年５月９日（金）正午まで（必着）

⑵ 提出先 富士宮市保健福祉部保育支援課

⑶ 提出方法 郵送又は持参

⑷ 提出書類 指定の様式により、正本１部、副本10部の合計15部提出すること。

ア 企画提案書【様式11】

表紙として使用し、必要な事項を記載すること。

イ 企画提案内容記載資料

様式は任意様式とし、後述「⑸留意事項 ア企画提案書の構成」に従って記載する

こと。

ウ 見積書【様式12】

提案にかかるシステム導入費及びシステム履行期間の利用料税込総額を明示するこ

と。なお、見積書は提案に係る費用を確認するためのものであり、契約金額を保証す

るものではない。

エ 見積明細書

様式は任意様式とし、見積明細書を添付して提案に係る全ての費用の明細について

明示すること。

オ 参考費用書【様式12-1】

① システム稼働後の運用費用の規模を確認するため、令和8年1月～令和12年12月ま

でのシステム利用料の合計額及び合計金額の提出を依頼するもの。本業務の契約額

との直接的な関係はないが、価格の審査対象とする。

② 運用費用には、システム利用料に運用支援・保守を含むものとする。

カ 参考費用書明細書

様式は任意様式とし、見積明細書を添付して参考費用書【様式12-1】に係る全ての

費用の明細について明示すること。

なお、以下４項目の費用が含まれるか否かを記載すること。記載方法は問わない。

① 法改正への対応に係る様式変更等のアップデート費用が含まれる。

② ヘルプデスク運用費が含まれる。

③ 本市が調達する機器（端末等）更改等の追加費用が含まれる。

④ 導入後の定期的な職員研修の費用が含まれる。

キ 保育業務支援システム機能要件一覧【別紙４】

【様式４】を使用し必要事項を記載すること。

パッケージシステムで提供可能なシステムであるか検討を行い、「回答」欄に記号

を記入すること。(パッケージ標準の場合は「◎」、カスタマイズの場合は

「○」、代替案等の場合は「△」、対応不能は「×」)また、カスタマイズの
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「○」及び代替案等の「△」を記載した場合、必ず「備考」欄に対応方法を記載す

るとともに、追加費用が発生する場合は「費用」欄に対応費用（税抜）を記載する

こと。なお、対応内容を判断した結果、求める要件に適さないと判断した場合は

「×」として取り扱う。

⑸ 留意事項

ア 企画提案書【様式11】の構成

イ 企画提案書及び見積書、参考金額確認書について

① 提案書はＡ４版横の両面印刷を基本とし、Ａ３版の折り込みを可とする。

また、表紙、裏表紙、目次を除き、合計６０頁を上限とする。Ａ３は２頁とみな

す。

② 企画提案書は５０分で説明できる内容とする。

③ 企画提案書には連番を振り、ファイル等にまとめて綴ること。

④ 企画提案書には、会社名等の表示および参加者が特定できる表現はしない。

10 企画提案書等の取扱い

⑴ 企画提案書等の作成及び提出等に係る費用は提案者の負担とする。

⑵ 提出された企画提案書等は、本プロポーザルの実施以外の目的では使用しないものと

する。

１ 実施方針 ・基本的な考え方

・具体的な取組方針

２ 導入実績 ・システムの導入実績

・導入自治体における運用事例

３ 利用方法や機能の概

要（操作性）

・各機能の概要及び内容や保護者、職員の操作方法

・運用実績のある機能を評価するため、本市が求める機能

・有効な機能活用の提案

・職員用、保護者用マニュアル

４ 保守体制・セキュリ

ティ対策

・保守体制及び内容

・障害発生時対応

・不正アクセス対策やデータバックアップ等のセキュリテ

ィ対策の詳細

・個人情報保護の取り扱い方針

５ 導入構築 ・作業方針

・業務の実施体制

・スケジュール

６ 研修・支援体制（導

入／運用）

・職員研修、園児情報登録研修、問合せ相談体制、その他

運用支援体制

７ 導入後のサポート ・導入後のシステム利用定着のための支援方法

・ヘルプデスクの設置

８ その他 ・本業務の実施にあたり、有益だと考える独自提案を記載す

ること。
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⑶ 提出された書類は、審査に必要な範囲で複製を作成することがある。

⑷ 企画提案書等の提出後、本補足資料の提出を求めることがある。

⑸ 企画提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合には、提出された企画提案書等

を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して、入札参加停止措置を行うことが

ある。

⑹ 提出された書類は、返却しないものとする。

⑺ 企画提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三

者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、提案者が負うものとす

る。

11 辞退届【様式 10】の提出

参加表明をした者が本プロポーザルの参加を辞退する場合は、以下のとおりとする。

⑴ 提出期限 令和７年５月１９日（月）正午まで（必着）

⑵ 提出方法 電子申請又は電子メールで送付すること。なお、電子メールの場合は、「辞

退届【様式 10】」に記入の上、送付すること。

・ 電子申請 ＵＲＬ https://logoform.jp/f/z1bMo

二次元コードﾞ

・ 電子メール hoiku@city.fujinomiya.lg.jp

12 審査方法

⑴ 審査方法等

企画提案書等の審査は、市が選定した選定委員会で行う。

ア 第１次審査（書面審査）

提出された企画提案書等について、第１次審査（書面審査）を実施する。

第 1次審査の合格者（得点の高い上位３者）に対し、第２次審査（プレゼンテーシ

ョン）を実施する。

第１次審査の結果及び第２次審査の案内については、「第 1次審査（書面審査）結果

通知書【様式 13】」により、令和７年５月２０日（火）に全ての提案者について通知す

る。

イ 第２次審査（プレゼンテーション）

①実 施 日 令和７年５月２６日（月）※時間については個別に連絡する。

②場 所 富士宮市役所６階６１０会議室

③出 席 者 出席者は５名以内とする。

④審査時間 プレゼンテーション５０分以内、質疑応答１０分以内の合計６０分以

内とする。

⑤内 容 プロジェクターの使用を可とする。また、提出した企画提案書に基づ

き説明を行うものとし、内容の変更や追加資料の提出は一切認めな
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い。ただし、説明用パワーポイント等の編集は可とする。

操作デモンストレーションでは、本市で提示する操作シナリオ（本要

領別表３「デモンストレーションシナリオ」）の内容を含めること。

⑥映像機器等 プロジェクター、スクリーンは本市で用意する。それに接続するパソ

コン等の機材は説明者側で用意するものとする。また、それらを使用

するための準備に要する時間はプレゼンテーション前の１０分以内と

する。

⑦そ の 他 審査内容や採点等に関する問い合わせは、一切回答しない。プレゼン

テーション及び質疑応答は非公開とする。

ウ 評価項目及び評価基準

企画提案書等に対する評価項目及び評価基準は、別表２「企画提案書等の評価項目及び

評価基準」のとおりとする。

エ 優先交渉権者の選定

・ 選定委員が、本要領に定める「評価項目及び評価基準」に基づき得点を付け、選定委員

の合計点が最も高い企画提案者を優先交渉権者とし、２位の者を次点者として決定する。

・ 本要領４に定める「参加資格」及び本要領 9に定める記載内容を満たさない企画提案書

等は失格とする。

・ 同一点数が２者以上となった場合は、別表２「企画提案書等の評価項目及び評価基準」

の【提案者の順位の決定方法】とおりとする。

・ 選定委員会が適切な提案がないと判断した場合には、優先交渉権者を決定せず、プロポ

ーザル手続を中止することがある。

13 審査結果の公表

⑴ 企画提案者には、「第２次審査（プレゼンテーション）結果通知書」を令和７年５月 30 日

（金）に電子メールにて通知する。

⑵ 審査結果に関する異議申立ては一切受け付けない。

⑶ 企画提案者は、審査の経緯及び結果の説明並びに自己の合計点及び順位の開示を求めるこ

とができる。この場合、「プロポーザル企画提案書等審査結果通知書」を電子メールで送付し

た翌日から起算して５営業日以内に書面【任意様式】にて請求するものとし、本市は書面に

て回答する。なお、評価内容の開示は一切行わない。

14 契約の締結

⑴ 契約交渉

審査の結果、優先交渉権者を選定し、本業務の仕様書の協議及び確認等の契約内容の協議

を行う。ただし、以下のいずれかに該当し、優先交渉権者と契約締結できない場合には、次

点者と契約交渉を行う。

ア 優先交渉権者が審査後、本要領４に定める参加資格要件を満たすことができなくなった

とき。

イ 優先交渉権者と契約交渉が成立しないとき。

ウ 優先交渉権者が本契約の締結を辞退したとき。



8

エ その他の理由により優先交渉権者と本契約の締結が不可能となった場合。

⑵ 契約締結日 契約内容協議後速やかに締結するものとする。

15 その他（留意事項）

⑴ プロポーザル参加表明書及び企画提案書等が以下に該当する場合は、無効となる場合があ

る。

ア 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの。

イ 指定する様式及び記載上の注意事項に示された条件に適合しないもの。

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。

エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。

⑵ 失格となる企画提案者

ア 提案内容が以下に該当する場合は、失格とする。

・ 本要領２⑷「支払限度額」の金額を超えた見積書を提出した場合。

・ プレゼンテーションに出席しない場合。

・ 企画提案書に虚偽の内容を記載した場合。

イ 企画提案者が以下に該当する場合、失格とする場合がある。

・ 本要領に定める手続以外の方法により、選定委員又は関係者に本プロポーザルに対する

援助を直接若しくは間接に求めた場合又は不正な行為をしたと認められる場合。

・ プレゼンテーション時の説明において、追加資料を提出した場合又は企画提案書の記載

内容以外を説明した場合。

・ その他選定委員会が不適格と認めた場合。

⑶ 提出書類の記載内容に関する責任は、企画提案者が負うものとする。

⑷ 書類の作成、提出、プレゼンテーション等に係る全ての費用は、参加者の負担とする。

⑸ 提出された書類の返却はしないものとする。
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別表１ 入札参加資格審査申請に準じた書類一覧表

●必要書類を確認し、チェック欄を記入の上、番号 1から順に揃えてこの一覧表と併せて提出

してください。

チェック欄記入方法 … 提出を要する：○ 提出不要：／（斜線）

●提出書類は、全てＡ４サイズにしてください。

●受付期限日までに、郵送にて参加表明書【様式１】とあわせて提出してください。

●登記事項証明書ほか各証明書は、発行日が提出しようとする日から３か月以内のものにして

ください。

番

号
書類名 様式・留意点等 ﾁｪｯｸ欄

１ 参加表明書 【様式１】

１
登記事項証明書

（写し可）
法人の場合のみ提出

２
代表者の身分証明書

（写し可）

個人の場合のみ提出

※本籍地の市町村で発行

３
損益計算書

（写し可）

法人の場合のみ提出

※直近１年の事業年度のもの

４
納税証明書等

（写し可）

○市内業者・準市内業者

・法人…「市税（法人）完納証明書」及び「納税証明書

（その３の３）」

※ 申請者の代表者が富士宮市に住所がある場合は、そ

の代表者の市税完納証明書も必要

・個人…「市税完納証明書」及び「納税証明書（その３

の２）」

○市外業者

・法人 納税証明書（その３の３）

・個人 納税証明書（その３の２）

５ 誓約書
【様式２】

押印必須

６ 委任状

【様式３】

支店・営業所等へ、本プロポーザルの参加等を委任する場

合のみ提出

押印必須 ※代表者印は、実印
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別表２ 企画提案書等の評価項目及び評価基準

【第１次審査（書類審査）】

【第２次審査（プレゼンテーション）】

評価項目 評価内容 配点

１ 実施方針
本業務の目的に合致した提案であり、具体的かつ実

現性の高い実施方針であるか。
10

２ 導入実績

保育業務支援システムの導入実績数

提案システムの地方自治体（公立施設）での導入実

績は十分か。

10

３ 操作性
各機能がわかりやすく、利用者（保護者・職員）が

操作を行いやすい工夫や提案がなされているか。
40

４ 機能要件 機能要件を満たしているか。 45

５ 保守体制・

セキュリティ対策

運用開始後の運用支援施策体制及び基本的な方針

が明確に示されているか。円滑な運用をサポートで

きる保守内容が明確に示されているか。

セキュリティ対策はなされているか。

情報漏洩等を未然に防ぐ取り組みがされているか。

40

６ 導入構築

運用開始にあたり、作業方針や実施体制が明確に

明確に示されているか。

スケジュールが提示されているか。

30

７ 研修・支援体制

（導入／運用）

システム導入時の支援体制・操作研修は十分か。

導入後のシステム利用定着のための支援策（研修

等）は提案されているか。

運用開始後の支援・問い合わせ対応は十分か。

45

８ 拡張性

中長期的に機能拡張が図られるか。

法令改正、制度改正等に対応がされるか。

機能要件以外にも有益な提案が含まれているか。

40

９ 価格
イニシャルコストは優れているか。

ランニングコストは優れているか。
40

合計 300

評価項目 評価内容 配点

1 操作デモンストレー

ション

全体を通じて一貫した提案の内容になっているか。 40

職員にわかりやすく、使いやすいシステムか。 40

保護者にわかりやすく、使いやすいシステムか。 40

本市の保育環境の質の向上に特色のある新たな提案

がなされているか。
40

2 その他 質疑対応など、業者の信頼性 40

合計 200
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【提案者の順位の決定方法】

１ 提出された企画提案書等を評価基準に基づいて評価し、各選定委員の採点の合計点が

最も高い者を候補者とする。

２ 評価点の合計は 5,000 点とする。（選定委員１人当たりの点数 500 点×10 人）

３ 点数が同点になった場合は、次の方法により順位を決定する。

⑴ 審査項目「９ 価格」の合計点数が高い者を上位とする。

⑵ ⑴が同点の場合は、審査項目「４ 機能要件」の点数が高い者を上位とする。

４ 第２次審査では、第１次審査の点数も含め審査する。
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別表３ デモンストレーションシナリオ

保育業務支援システム

内 容

１ 登降園管理機能

２ 保護者連絡機能

３ ドキュメンテーション機能（写真機能を含む）

４ 帳票管理機能


